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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面を第１面とする半導体基板と、
　前記半導体基板の前記第１面側に設けられた溝部と、
　前記溝部の側面の一つである第２面に面し、少なくとも一部が前記第１面および前記第
２面の交線と平行な方向に延在する第１導電型のソース領域と、
　前記溝部のうち前記第２面と反対の第３面に面し、少なくとも一部が前記第１面および
前記第３面の交線と平行な方向に延在して設けられ、前記ソース領域よりも低濃度の第１
導電型のドリフト領域と、
　前記ドリフト領域を介して前記溝部の反対側に位置し、前記ドリフト領域と接するよう
に設けられ、前記ドリフト領域よりも高濃度の第１導電型のドレイン領域と、
　前記半導体基板に設けられ、平面視で前記ソース領域と前記ドリフト領域で挟まれたチ
ャネル領域と、
　前記溝部の前記側面のうち前記第２面および前記第３面に交わる方向の面である第４面
と接するとともに、前記第１面上のうち少なくとも前記チャネル領域と接するように設け
られた第１ゲート絶縁層と、
　前記第１ゲート絶縁層上に設けられたゲート電極と、
を備え、
　前記溝部は前記ドリフト領域よりも深く形成されており、
　前記ゲート電極は、前記溝部の前記第３面から離間して設けられており、
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　前記第３面と接し、前記第１ゲート絶縁層よりも厚い第２ゲート絶縁層をさらに備える
半導体装置。
【請求項２】
　表面を第１面とする半導体基板と、
　前記半導体基板の前記第１面側に設けられた溝部と、
　前記溝部の側面の一つである第２面に面し、少なくとも一部が前記第１面および前記第
２面の交線と平行な方向に延在する第１導電型のソース領域と、
　前記溝部のうち前記第２面と反対の第３面に面し、少なくとも一部が前記第１面および
前記第３面の交線と平行な方向に延在して設けられ、前記ソース領域よりも低濃度の第１
導電型のドリフト領域と、
　前記ドリフト領域を介して前記溝部の反対側に位置し、前記ドリフト領域と接するよう
に設けられ、前記ドリフト領域よりも深く形成され、前記ドリフト領域よりも高濃度の第
１導電型のドレイン領域と、
　前記半導体基板に設けられ、平面視で前記ソース領域と前記ドリフト領域で挟まれたチ
ャネル領域と、
　前記溝部の前記側面のうち前記第２面および前記第３面に交わる方向の面である第４面
と接するとともに、前記第１面上のうち少なくとも前記チャネル領域と接するように設け
られた第１ゲート絶縁層と、
　前記第１ゲート絶縁層上に設けられたゲート電極と、
を備え、
　前記溝部は前記ドリフト領域よりも深く形成されており、
　前記ゲート電極は、前記溝部の前記第３面から離間して設けられており、
　前記第３面と接し、前記第１ゲート絶縁層よりも厚い第２ゲート絶縁層をさらに備える
半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体装置において、
　前記第１面および前記第２面の交線と平行な方向に直列に配置され、互いに離間して設
けられた複数の前記溝部を備え、
　前記チャネル領域は、隣接する前記溝部の間に形成されている半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記ゲート電極に接し、平面視で前記ドリフト領域と重なるように設けられたフィール
ドプレート電極をさらに備え、
　前記第１ゲート絶縁層のうち、前記ドリフト領域上に接する部分の膜厚は、前記チャネ
ル領域上に接する部分よりも厚い半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記半導体基板の前記第１面側に設けられ、平面視で前記ドリフト領域と重なるように
設けられ、前記第３面から離間して設けられた素子分離領域をさらに備え、
　前記ドリフト領域は、前記素子分離領域のうち前記第３面側の側面および底面と接して
いる半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記半導体基板の前記第１面側に設けられた素子分離領域をさらに備え、
　前記溝部の深さは前記素子分離領域と等しい半導体装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記半導体基板の少なくとも前記第１面側は、III族窒化物半導体層であり、
　前記ソース領域、前記チャネル領域、前記ドリフト領域および前記ドレイン領域は、前
記III族窒化物半導体層に形成されている半導体装置。



(3) JP 6084357 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置において、
　前記チャネル領域の不純物濃度は、１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である半導体
装置。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の半導体装置において、
　前記III族窒化物半導体層は、真性半導体である半導体装置。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記ソース領域、前記ドリフト領域および前記ドレイン領域は、ｎ型であり、
　当該ｎ型の不純物は、Ｓｉである半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置において、
　前記III族窒化物半導体層のうち、前記ソース領域および前記ドレイン領域の間に位置
する部分には、ｐ型の不純物領域が形成されていない半導体装置。
【請求項１２】
　請求項７～１１のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記半導体基板のうち、前記III族窒化物半導体層は、下地基板上に設けられ、
　当該下地基板は、Ｓｉ基板、サファイア基板、ＳｉＣ基板またはＧａＮ基板である半導
体装置。
【請求項１３】
　請求項７～１２のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記ソース領域から前記ドレイン領域に向かう方向は、［２－１－１０］方向または［
０１－１０］方向である半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記半導体基板は、Ｓｉ基板である半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の半導体装置において、
　前記ソース領域から前記ドレイン領域に向かう方向は、［１００］方向または［１１０
］方向である半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置を高耐圧化させるため、様々な構造の半導体装置が提案されている。
【０００３】
　特許文献１（特開２００４－１５２９７９号公報）には、以下のような半導体装置が記
載されている。第１導電型の半導体基板にトレンチがチャネルの幅方向に複数個形成され
ている。このトレンチの側面および底面を囲むように、第２導電型のドレインドリフト領
域が形成されている。トレンチの内部は、絶縁物で充填されている。また、複数個のトレ
ンチの間には第１導電型の不純物領域が形成されている。これにより、単位面積当たりの
オン抵抗を低減することができるとされている。
【０００４】
　また、特許文献２（特開２００７－０２７６４１号公報）には、以下のような半導体装
置が記載されている。ｐ型半導体基板上には、ｐ型ボディ領域が形成されている。ボディ
領域の表面領域には、ｎ＋型ソース領域が形成されている。半導体基板上には、ｎ＋型ド
レイン領域が形成されている。ソース領域とドレイン領域との間には、ｎ－型ドリフト領
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域が形成されている。ボディ領域上には、ゲート絶縁膜が形成されている。ドリフト領域
上には、保護絶縁膜が形成されている。ゲート絶縁膜上および保護絶縁膜上の一部には、
ゲート電極が形成されている。さらに、ゲート電極上、ソース領域上およびドレイン領域
上には、シリサイド膜が形成されている。これにより、ゲート抵抗を充分に低抵抗化する
ことができるとともに、高耐圧が得られるとされている。
【０００５】
　また、特許文献３（特開２００８－１６６７１７号公報）には、以下のような半導体装
置が記載されている。半導体基板上の活性領域には、溝部が形成されている。この溝部を
挟んだ両側の上面には、活性領域と逆導電型の不純物が注入された二つのポリシリコン層
が設けられている。溝部を挟んだ両側に位置し、ポリシリコン層の下部の活性領域には、
活性領域とは逆導電型の不純物が注入された二つのドリフト層が設けられている。溝部の
底面と側面に設けられたゲート酸化膜を介して、ゲート電極が形成されている。また、二
つのポリシリコン層のゲート電極に覆われていない部分には、ソース領域およびドレイン
領域が形成されている。これにより、高耐圧ＭＯＳＦＥＴを縮小化することができるとさ
れている。
【０００６】
　また、特許文献４（特開２００９－２７７９５６号公報）には、以下のような半導体装
置が記載されている。ソース・ドレイン方向に複数のトレンチがストライプ状に形成され
ている。トレンチに挟まれた上面領域および側面領域には、ソース領域、距離を開けてド
リフト領域、およびドレイン領域がこの順で形成されている。これにより、耐圧とオン抵
抗のトレードオフ関係を改善することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１５２９７９号公報
【特許文献２】特開２００７－０２７６４１号公報
【特許文献３】特開２００８－１６６７１７号公報
【特許文献４】特開２００９－２７７９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記した特許文献に記載の技術では、半導体装置を高耐圧化させるために不十
分であった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、
　表面を第１面とする半導体基板と、
　前記半導体基板の前記第１面側に設けられた溝部と、
　前記溝部の側面の一つである第２面に面し、少なくとも一部が前記第１面および前記第
２面の交線と平行な方向に延在する第１導電型のソース領域と、
　前記溝部のうち前記第２面と反対の第３面に面し、少なくとも一部が前記第１面および
前記第３面の交線と平行な方向に延在して設けられ、前記ソース領域よりも低濃度の第１
導電型のドリフト領域と、
　前記ドリフト領域を介して前記溝部の反対側に位置し、前記ドリフト領域と接するよう
に設けられ、前記ドリフト領域よりも高濃度の第１導電型のドレイン領域と、
　前記半導体基板に設けられ、平面視で前記ソース領域と前記ドリフト領域で挟まれたチ
ャネル領域と、
　前記溝部の前記側面のうち前記第２面および前記第３面に交わる方向の面である第４面
と接するとともに、前記第１面上のうち少なくとも前記チャネル領域と接するように設け
られた第１ゲート絶縁層と、
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　前記第１ゲート絶縁層上に設けられたゲート電極と、
を備え、
　前記溝部は前記ドリフト領域よりも深く形成されている半導体装置が提供される。
【００１０】
　本発明によれば、
　半導体基板の第１面側に、溝部を形成する溝部形成工程と、
　前記溝部の側面の一つである第２面に面し、少なくとも一部が前記第１面および前記第
２面の交線と平行な方向に延在する位置に、第１導電型の不純物を注入してソース領域を
形成する工程と、
　前記溝部のうち前記第２面と反対の第３面から離間する位置に、第１導電型の不純物を
注入してドレイン領域を形成する工程と、
　前記ドレイン領域と接するとともに前記第３面に面し、少なくとも一部が前記第１面お
よび前記第３面の交線と平行な方向に延在する位置に、前記ソース領域および前記ドレイ
ン領域よりも低濃度の第１導電型の不純物を注入して、ドリフト領域を形成する工程と、
　前記溝部の前記側面のうち前記第２面と前記第３面に交わる方向の面である第４面と接
するとともに、前記第１面上のうち少なくとも平面視で前記ソース領域と前記ドリフト領
域で挟まれたチャネル領域と接するように、第１ゲート絶縁層を形成する工程と、
　前記第１ゲート絶縁層上にゲート電極を形成する工程と、
を備え、
　前記溝部形成工程において、
　前記溝部を前記ドリフト領域よりも深く形成する半導体装置の製造方法が提供される。
【００１１】
　本発明によれば、溝部がドリフト領域よりも深く形成されている。ゲート電極は、第１
ゲート絶縁層を介して、溝部の第４面、および半導体基板の第１面上のうち平面視でチャ
ネル領域と重なるように設けられている。これにより、溝部のうちドリフト領域よりも深
い部分まで、ゲート電極によるポテンシャルが形成される。このゲート電極によるポテン
シャルによって、ソース領域およびドレイン領域の間の電界がドリフト領域からチャネル
領域に回り込むことを抑制することができる。したがって、電界が局所的に集中すること
を抑制して、高耐圧化した半導体装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、電界が局所的に集中することを抑制して、高耐圧化した半導体装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す鳥瞰図である。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【図４】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図５】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す回路図である。
【図６】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図７】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図８】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図９】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図１０】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図１１】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図１２】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための鳥瞰図である。
【図１３】第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【図１４】第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【図１５】第１の実施形態の効果を説明するための図である。
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【図１６】第２の実施形態に係る半導体装置の構成を示す鳥瞰図である。
【図１７】第３の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１８】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１９】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図２０】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図２１】第４の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である
【図２２】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図２３】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図２４】第５の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２５】第７の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１５】
　（第１の実施形態）
　図１～図５を用い、第１の実施形態に係る半導体装置１０について説明する。この半導
体装置１０は、以下の構成を備えている。溝部３００は、半導体基板１００の第１面３１
側に設けられている。第１導電型のソース領域１１０は、溝部３００の側面の一つである
第２面３２に面し、少なくとも一部が第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に
延在している。第１導電型のドリフト領域１４０は、溝部３００のうち第２面３２の反対
の第３面３３に面し、少なくとも一部が第１面３１および第３面３３の交線と平行な方向
に延在して設けられており、ソース領域１１０よりも低濃度に形成されている。第１導電
型のドレイン領域１２０は、ドリフト領域１４０を介して溝部３００の反対側に位置し、
ドリフト領域１４０と接するように設けられ、ドリフト領域１４０よりも高濃度に形成さ
れている。チャネル領域１３０は、半導体基板１００に設けられ、平面視でソース領域１
１０とドリフト領域１４０で挟まれた領域に形成されている。第１ゲート絶縁層２００は
、溝部３００の側面のうち第２面３２と第３面３３に交わる方向の面である第４面３４と
接するとともに、第１面３１上のうち少なくともチャネル領域１３０と接するように設け
られている。ゲート電極４００は、第１ゲート絶縁層２００上に設けられている。また、
溝部３００はドリフト領域１４０よりも深く形成されている。以下、詳細を説明する。
【００１６】
　まず、図１を用い、半導体装置１０の概略について、説明する。図１は、第１の実施形
態に係る半導体装置１０の構成を示す鳥瞰図である。
【００１７】
　図１のように、半導体装置１０は、横型ＭＯＳＦＥＴである。この半導体装置１０は、
たとえば、１０Ｖ以上１０００Ｖ未満の電圧が印加される電源用ＩＣとして用いられる。
具体的には、半導体装置１０は、たとえば、コンピュータ、車載用電子機器、民生用電子
機器または通信機器などの電源ＩＣに用いられる。また、後述するドリフト領域１４０の
うちソース領域１１０からドレイン領域１２０に向かう方向の長さ、不純物濃度等の構成
によっては、１０００Ｖ以上の高電圧が印加することが可能な電力機器および輸送機器向
け等の電力変換機にも用いることができる。
【００１８】
　ここで、半導体基板１００の表面を第１面３１とする。第１の実施形態では、たとえば
、半導体基板１００の少なくとも第１面３１側は、III族窒化物半導体からなるIII族窒化
物半導体層１０４である。半導体基板１００は、たとえば、下地基板１０２と、III族窒
化物半導体からなるIII族窒化物半導体層１０４とを備えている。III族窒化物半導体層１
０４は、下地基板１０２の第１面３１上に設けられている。下地基板１０２は、たとえば
、Ｓｉ基板、サファイア基板、ＳｉＣ基板またはＧａＮ基板（バルクＧａＮ基板）である
。好ましくは、下地基板１０２は、たとえば、Ｓｉ基板である。これにより、半導体装置



(7) JP 6084357 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

１０を製造する際に、Ｓｉ系の半導体製造装置を流用することができる。
【００１９】
　下地基板１０２とIII族窒化物半導体層１０４との間には、バッファ層（不図示）が設
けられていてもよい。バッファ層は、下地基板１０２とIII族窒化物半導体層１０４との
格子定数の差に基づいて、適切な材料が用いられる。具体的には、バッファ層は、たとえ
ば、ＡｌＧａＮ層、またはその積層構造である。
【００２０】
　半導体基板１００の第１面３１側、すなわちIII族窒化物半導体層１０４には、ソース
領域１１０、チャネル領域１３０（後述）、ドリフト領域１４０、およびドレイン領域１
２０が形成されている。これにより、横型ＭＯＳＦＥＴが形成されている。ここで、III
族窒化物半導体は、Ｓｉ系の半導体装置と比較して、高い耐圧性と、飽和ドリフト速度を
有している。これにより、高耐圧で低損失なスイッチング素子を形成することができる。
具体的には、III族窒化物半導体層１０４は、たとえば、ＧａＮ層である。また、III族窒
化物半導体層１０４の面方位のうち、半導体基板１００の法線方向（第１面３１）の面方
位は、たとえば（０００１）（ｃ－面）である。
【００２１】
　ここで、III族窒化物半導体層１０４にＦＥＴが形成されている場合、当該ＦＥＴは、
ｎチャネル型である。ただし、ｐチャネル型であってもよい。
【００２２】
　III族窒化物半導体層１０４は、たとえば、真性半導体である。言い換えれば、III族窒
化物半導体層１０４のうち、ソース領域１１０、ドリフト領域１４０、およびドレイン領
域１２０以外の領域には、不純物が注入されていない。すなわち、当該領域には、ｐ型不
純物領域が形成されていない。また、少なくともチャネル領域１３０の不純物濃度は、た
とえば、１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である。このような場合に、後述する半導
体装置１０の構成を備えていることにより、顕著に高耐圧化させることができる。
【００２３】
　また、ソース領域１１０、ドリフト領域１４０、およびドレイン領域１２０は、たとえ
ば、ｎ型である。すなわち、上記した「第１導電型」とは、たとえばｎ型である。当該ｎ
型の不純物は、たとえば、Ｓｉである。これにより、III族窒化物半導体層１０４におい
て、容易にｎチャネル型ＦＥＴを形成することができる。
【００２４】
　なお、以下において、「半導体基板１００」とした場合には、特に断りのない限り、「
半導体基板１００のうちのIII族窒化物半導体層１０４」であることを含んでいる。また
、「第１導電型」は、ｎ型であるとする。
【００２５】
　ここで、溝部３００は、半導体基板１００の第１面３１側に形成されている。また、溝
部３００は、たとえば、矩形状である。溝部３００の側面のうち、ソース領域１１０側の
面を第２面３２とする。また、第２面３２と反対側の面であり、ドリフト領域１４０側の
面を第３面３３とする。さらに、第２面３２および第３面３３に交わる方向の面を第４面
３４とする。なお、「第４面３４」は、対向する二つの面をともに第４面３４であるとす
る。そのほか、溝部３００は、たとえば、台形状、ひし形または多角形状であってもよい
。この場合、第２面３２、第３面３３または第４面３４がそれぞれ複数あってもよい。そ
の場合、それぞれの面は、隣接する不純物領域（またはチャネル領域１３０）によって定
義されるものとする。
【００２６】
　半導体基板１００には、第２面３２に面するように、ソース領域１１０が形成されてい
る。一方、第３面３３側には、ドリフト領域１４０およびドレイン領域１２０がこの順で
形成されている。第１ゲート絶縁層２００は、たとえば、溝部３００の内部、および第１
面３１上に設けられている。また、ゲート電極４００は、第１ゲート絶縁層２００を介し
て、溝部３００の第４面３４、および半導体基板１００の第１面３１上のうち平面視でチ
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ャネル領域１３０と重なるように設けられている。この点については、さらに次において
説明する。
【００２７】
　次に、図２を用い、半導体装置１０の各構成について詳細を説明する。図２は、第１の
実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す図である。図２（ａ）は、半導体基板１００
の第１面３１側から見た、半導体装置１０の構成を示す上面図である。そのうち、太実線
は、溝部３００を示している。また、図２（ａ）中において第１ゲート絶縁層２００は省
略している。図２（ｂ）は、図１または図２（ａ）の矢印側から見たＢ－Ｂ'線断面図で
ある。図２（ｃ）は、図１または図２（ａ）のＡ－Ａ'線断面図である。図２（ｃ）中に
おいて、ドリフト領域１４０の下限を点線で示している。
【００２８】
　図２（ａ）のように、ｎ型のソース領域１１０は、溝部３００の第２面３２に面し、少
なくとも一部が第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に延在している。ここで
いう「ソース領域１１０が第２面３２に面している状態」とは、ソース領域１１０のうち
溝部３００側の側面が、第２面３２に面している（対向している）ことをいう。すなわち
、「ソース領域１１０が第２面３２に面している状態」とは、たとえば、ソース領域１１
０が第２面３２と接している状態を含む。また、当該状態とは、たとえば、ソース領域１
１０が第２面３２から離間して、当該第２面３２に対向している状態であってもよい。ま
た、当該状態とは、ソース領域１１０のうち溝部３００側の全側面が第２面３２に面して
いない状態であってもよく、ソース領域１１０のうち溝部３００側の一部が第２面３２に
面している状態であればよい。
【００２９】
　また、ここでいうソース領域１１０のうち、「少なくとも一部が第１面３１および第２
面３２の交線と平行な方向に延在している」状態とは、ソース領域１１０のうち全体が第
１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に延在している状態だけでなく、ソース領
域１１０のうち一部が第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に延在している状
態を含んでいる。ソース領域１１０は、平面視で第２面３２に垂直な方向に延在していて
もよい。また、溝部３００が平面視でソース領域１１０側に入り込んでいてもよい。
【００３０】
　ドリフト領域１４０は、溝部３００の第３面３３に面し、少なくとも一部が第１面３１
および第３面３３の交線と平行な方向に延在している。ここでいう「ドリフト領域１４０
が第３面３３に面している状態」とは、上述したように、ソース領域１１０と第２面３２
との関係と同様である。また、ドレイン領域１２０のうち、「少なくとも一部が第１面３
１および第３面３３の交線と平行な方向に延在している」状態についても、上述したよう
に、ソース領域１１０と、第１面３１および第２面３２の交線との関係と同様である。
【００３１】
　ここでは、ｎ型のドリフト領域１４０は、たとえば、平面視でソース領域１１０から溝
部３００の幅だけ離間して設けられている。一方で、溝部３００は、平面視でドリフト領
域１４０の一部にまで入り込んでいてもよい。言い換えれば、ドリフト領域１４０のうち
ソース領域１１０側の端部は、平面視で溝部３００の第３面３３よりもソース領域１１０
側に配置されていてもよい。
【００３２】
　半導体基板１００のうち平面視でソース領域１１０およびドリフト領域１４０に挟まれ
た領域には、チャネル領域１３０が形成されている。ここでいう「チャネル領域１３０」
とは、ソース領域１１０とドリフト領域１４０との間でキャリアが伝導する領域のことを
いう。ｎ型のドレイン領域１２０は、ドリフト領域１４０を介して溝部３００の反対側に
位置している。また、ドレイン領域１２０は、ドリフト領域１４０と接している。反対に
、ドレイン領域１２０が、直接、チャネル領域１３０に接する部分はない。
【００３３】
　また、半導体基板１００の少なくとも第１面３１側がIII族窒化物半導体層１０４であ
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る場合、ソース領域１１０からドレイン領域１２０に向かう方向は、［２－１－１０］方
向または［０１－１０］方向である。ここでは、「ソース領域１１０からドレイン領域１
２０に向かう方向」とは、いわゆるチャネル長方向である。または、第１の実施形態では
、「ソース領域１１０からドレイン領域１２０に向かう方向」とは、溝部３００の第４面
３４と平行な方向である。後述するように、溝部３００は、半導体基板１００の第１面３
１側をエッチングすることにより形成されている。このように結晶軸方位と平行に溝部３
００の側面を形成することにより、III族窒化物半導体層１０４に、容易に矩形状の溝部
３００を形成することができる。また、原子レベルで平坦な第４面３４を形成することが
できる。したがって、後述するゲート電極４００による電界が溝部３００の第４面３４に
おいて局所的に集中することを抑制することができる。
【００３４】
　ゲート電極４００は、第１ゲート絶縁層２００を介して、溝部３００の第４面３４、お
よび半導体基板１００の第１面３１上のうち平面視でチャネル領域１３０と重なるように
設けられている。なお、ゲート電極４００は溝部３００の内部全体に設けられていてもよ
い。ここでは、ゲート電極４００は、たとえば、溝部３００の第２面３２、第３面３３、
第４面３４および底面上に設けられている。また、ゲート電極４００の材料は、たとえば
、Ａｌおよび／またはＴｉＮである。
【００３５】
　チャネル領域１３０のうち、ソース領域１１０からドリフト領域１４０に向かう方向の
長さは、所望のオン抵抗、オフ抵抗またはドレイン・ソース間電流の大きさなどによって
決定される。具体的には、チャネル領域１３０のうちソース領域１１０からドリフト領域
１４０に向かう方向の長さは、たとえば、１００ｎｍ以上１０μｍ未満である。
【００３６】
　ドリフト領域１４０のうちソース領域１１０からドレイン領域１２０に向かう方向の長
さについても、所望のオン抵抗、オフ抵抗またはドレイン・ソース間電流の大きさなどに
よって決定される。具体的には、ドリフト領域１４０のうち、ソース領域１１０からドレ
イン領域１２０に向かう方向の長さは、たとえば、１００ｎｍ以上１０μｍ未満である。
【００３７】
　図２（ｂ）のように、ソース領域１１０は、たとえば、平面視だけでなく深さ方向にお
いても、溝部３００の第２面３２と接している。ここで、ソース領域１１０等の不純物が
導入された領域は、たとえば、ｎ型不純物をイオン注入することにより形成されている。
また、ここでいう「ソース領域１１０」等の「不純物が導入された範囲」は、半導体基板
１００のうち不純物濃度が１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上である領域をいう。言い
換えれば、「不純物が導入された範囲」は、半導体基板１００の不純物濃度に対して、１
０倍以上高い濃度である領域をいう。なお、当該領域の不純物濃度が半導体基板１００の
不純物濃度に対して差が無い場合は、「不純物が導入された範囲」は最も不純物濃度が高
い場所を頂点としたガウス分布であると仮定したときに頂点からσまで（ここでのσは標
準偏差の意）の領域であってもよい。なお、上記した「不純物が導入された範囲」の定義
は、「ソース領域１１０」、「ドリフト領域１４０」、および「ドレイン領域１２０」に
ついて適用される。また、当該定義は、不純物が導入された領域のうち、上記した平面視
での長さ、半導体基板１００の第１面３１と垂直の方向における深さに対して適用される
。
【００３８】
　ドリフト領域１４０も、たとえば、平面視だけでなく深さ方向においても、溝部３００
の第３面３３と接している。ドリフト領域１４０は、ソース領域１１０よりも低濃度に形
成されている。ここで、ドリフト領域１４０の下限は、たとえば、ドリフト領域１４０の
不純物濃度が第１面３１側の不純物濃度よりも１０４以上低い位置である。また、ドリフ
ト領域１４０は、たとえば、ソース領域１１０よりも浅く形成されている。具体的には、
ドリフト領域１４０の深さは、たとえば１００ｎｍ以上５００ｎｍ未満である。
【００３９】



(10) JP 6084357 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

　また、溝部３００は、ドリフト領域１４０よりも深く形成されている。これにより、後
述するように、溝部３００のうちドリフト領域１４０よりも深い部分まで、ゲート電極４
００により電界が形成される。したがって、ドリフト領域１４０からチャネル領域１３０
に回り込んで延びる電界を抑えることができる。なお、溝部３００は、たとえば、ソース
領域１１０に比較しても深く形成されていてもよい。
【００４０】
　また、溝部３００は、たとえば、ドリフト領域１４０よりも１．５倍以上深く形成され
ていることが好ましい。具体的には、溝部３００の深さは、たとえば１５０ｎｍ以上７５
０ｎｍ未満である。これにより、さらに確実に、上記した回り込み電界を抑制することが
できる。
【００４１】
　溝部３００の第２面３２および第３面３３は、たとえば第１面３１に対して垂直に設け
られている。これにより、平面視でのチャネル領域１３０の面積を小さくすることができ
る。なお、溝部３００の第２面３２および第３面３３は、第１面３１に対して鋭角または
鈍角で接していてもよい。
【００４２】
　ドレイン領域１２０は、たとえば、ドリフト領域１４０よりも深く形成されている。一
方で、後述するように、ドレイン領域１２０は、ドリフト領域１４０よりも浅く形成され
ていてもよい。
【００４３】
　また、ドレイン領域１２０は、ソース領域１１０と同様にして、ドリフト領域１４０よ
りも不純物濃度が高い。ソース領域１１０およびドレイン領域１２０の不純物濃度は、ド
リフト領域１４０よりも１０倍以上高いことが好ましい。具体的には、ソース領域１１０
およびドレイン領域１２０の不純物濃度が１×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であると
き、ドリフト領域１４０の不純物濃度は１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満であること
が好ましい。これにより、ソース・ドレイン間電圧によって電界が集中することを抑制す
ることができる。
【００４４】
　図２（ｃ）のように、第１ゲート絶縁層２００は、溝部３００の側面のうち第４面３４
と接するとともに、第１面３１上のうち少なくともチャネル領域１３０と接するように設
けられている。ここで、第４面３４が複数ある場合は、第１ゲート絶縁層２００の一部が
第４面３４に接していればよい。また、上述のように、ゲート電極４００は、第１ゲート
絶縁層２００上に設けられている。また、ゲート電極４００は、溝部３００の第２面３２
、第３面３３および第４面３４に直接接していない。
【００４５】
　図２（ｂ）のように、第１ゲート絶縁層２００は、たとえば、さらに溝部３００の第２
面３２および第３面に接して設けられていてもよい。これにより、ゲート電極４００が、
直接、ソース領域１１０およびドリフト領域１４０に接することがない。すなわち、ゲー
ト電極による電界によって、ゲート・ドリフト間で電流がリークすることを抑制すること
ができる。ここでは、第１ゲート絶縁層２００は、たとえば、第１面３１、溝部３００の
第２面３２、第３面３３、第４面３４および底面に接して設けられている。言い換えれば
、たとえば、ソース領域１１０またはドリフト領域１４０は、第１ゲート絶縁層２００を
介してゲート電極４００と接している。ここで、第１ゲート絶縁層２００は、たとえば、
スパッタにより形成されたＳｉＯ２、ＳｉＮ、Ａｌ２Ｏ３である。そのほか、ゲート絶縁
層２００は、Ｔａ２Ｏ５などの高誘電率材料により形成されていてもよい。
【００４６】
　ここでは、溝部３００は、たとえば、複数形成されている。複数の溝部３００は、たと
えば、第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に配置され、互いに離間して設け
られている。チャネル領域１３０は、隣接する溝部３００の間に形成されている。言い換
えれば、複数の溝部３００は、チャネル幅方向に並んで配置されている。ここでいう「チ
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ャネル幅方向」とは、第２面３２と平行の方向である。または、「チャネル幅方向」とは
、半導体基板１００の第１面３１と平行で、且つ、ソース領域１１０およびドレイン領域
１２０間の距離が最小となる方向のことである。このように、チャネル幅方向には、溝部
３００が形成された部分と、溝部３００が形成されていない部分とが設けられている。こ
れにより、溝部３００のうちドリフト領域１４０よりも深い部分を複数形成することによ
り、ドリフト領域１４０からチャネル領域１３０に回り込んで延びる電界を抑える部分を
増加させることができる。すなわち、ドリフト領域１４０からチャネル領域１３０に回り
込んで延びる電界を抑制する効果を向上させることができる。
【００４７】
　溝部３００のうちチャネル幅方向の幅は１００ｎｍ以上５００ｎｍ未満である。当該幅
が上記下限値以上であることにより、確実に電界を抑制する効果を得ることができる。ま
た、当該幅が上記上限値未満であることにより、溝部３００が設けられていることによっ
てオン抵抗が高くなることを抑制することができる。
【００４８】
　また、溝部３００が複数設けられている場合、溝部３００の間隔は１００ｎｍ以上５０
０ｎｍ未満である。当該幅が上記下限値以上であることにより、溝部３００の間隔が狭い
ことによってオン抵抗が高くなることを抑制することができる。また、当該幅が上記上限
値未満であり、且つ、溝部３００が隣接して設けられていることにより、さらに電界を緩
和させることができる。
【００４９】
　次に、図３および図４を用い、半導体装置１０の全体構造について説明する。図３は、
第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。図４は、第１の実施形態に
係る半導体装置の構成を示す断面図である。そのうち、図４（ａ）は、図３のＣ－Ｃ'線
断面図である。また、図４（ｂ）は、図３のＤ－Ｄ'線断面図である。
【００５０】
　図３のように、ソース電極４４０およびドレイン電極４６０の配線は、たとえば、平面
視で櫛歯型に設けられ、それぞれ離間して交互に設けられている。ゲート電極４００は、
たとえば、平面視で櫛歯型に設けられ、ソース電極４４０およびドレイン電極４６０の間
に設けられている。ゲート電極４００は、ソース電極４４０およびドレイン電極４６０と
それぞれ離間して設けられている。また、矩形状の溝部３００は、平面視でゲート電極４
００と平行に並んで形成されている。
【００５１】
　半導体基板１００の第１面３１側には、素子分離領域２８０が設けられている。素子分
離領域２８０は、たとえば、複数の素子領域を区画するために設けられている。ここでは
、たとえば、平面視で上記横型ＭＯＳＦＥＴが形成された領域を囲むように設けられてい
る。同一の半導体基板１００のうち他の素子領域に、制御用ＩＣが形成されていてもよい
。また、素子分離領域２８０の深さは溝部３００と等しくてもよい。これにより、溝部３
００と素子分離領域２８０を同時に形成することができる。すなわち製造工程を簡略化す
ることができる。
【００５２】
　素子分離領域２８０は、たとえば、ＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌ
ａｔｉｏｎ）である。具体的には、素子分離領域２８０は、たとえばＳｉＯ２である。ま
たは、素子分離領域２８０は、たとえば、半導体基板１００を高抵抗化する不純物を注入
して活性化させない方法により形成してもよい。ここでいう「半導体基板１００を高抵抗
化する不純物」とは、電子およびホールの両方を補償する不純物のことである。
【００５３】
　図４（ａ）は、溝部３００が形成された領域を示している。図４（ａ）のように、ゲー
ト電極４００および第１ゲート絶縁層２００を覆うように、第１層間絶縁層５２０が設け
られていてもよい。第１層間絶縁層５２０は、たとえば、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、
ＳｉＯＣ、ＳｉＯＣＨ、ＳｉＣＯＨまたはＳｉＯＦなどである。
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【００５４】
　ソース電極４４０およびドレイン電極４６０は、たとえば、一端が半導体基板１００の
第１面３１と接するビア（符号不図示）と、当該ビアの他端と下面が接する配線（符号不
図示）と、を備えている。ソース電極４４０のビアは、平面視でソース領域１１０と重な
るように設けられ、第１層間絶縁層５２０、第１ゲート絶縁層２００を貫通してソース領
域１１０に接続している。また、ドレイン電極４６０のビアは、平面視でドレイン領域１
２０と重なるように設けられ、第１層間絶縁層５２０、第１ゲート絶縁層２００を貫通し
てドレイン領域１２０に接続している。ここでは、ソース電極４４０およびドレイン電極
４６０の配線は、たとえば、同一の配線層に形成されている。また、ソース電極４４０、
ドレイン電極４６０の材料は、たとえば、ＡｌまたはＴｉＮなどである。
【００５５】
　一方で、ゲート電極４００の配線（符号不図示）は、紙面と垂直の方向に延伸している
。当該ゲート電極４００の配線は、たとえば、ソース電極４４０およびドレイン電極４６
０の配線が設けられた配線層と異なる配線層に形成されている。
【００５６】
　なお、図１および図２では、ドレイン領域１２０は、たとえば、ドリフト領域１４０よ
りも深く形成されている場合を示したが、図４のように、ドレイン領域１２０は、たとえ
ば、ドリフト領域１４０よりも浅く形成されていてもよい。このとき、たとえば、ドレイ
ン領域１２０の下面は、ドリフト領域１４０と接している。また、ドリフト領域１４０は
、平面視でドレイン領域１２０と重なるように設けられている。なお、ドレイン領域１２
０の深さに関わらず、ドレイン領域１２０が溝部３００またはチャネル領域１３０に接す
る部分は形成されていない。
【００５７】
　図４（ｂ）は、溝部３００が形成されていない領域を示している。図４（ｂ）のように
、第１ゲート絶縁層２００は、半導体基板１００の第１面３１の全体に形成されている。
溝部３００が形成されていない部分のうち、ソース領域１１０およびドリフト領域１４０
の間に、チャネル領域１３０が形成されている。ゲート電極４００は、平面視でチャネル
領域１３０と重なるように設けられている。
【００５８】
　次に、図５を用い、第１の実施形態に係る半導体装置１０の回路について説明する。図
５は、第１の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す回路図である。図５のように、
第１の実施形態の半導体装置１０は、たとえば、ＤＣ―ＤＣコンバータである。この回路
は、たとえば、降圧型のコンバータである。この半導体装置１０は、たとえば、ＤＣ－Ｄ
ＣコントローラＩＣ８００、２つのｎチャネルＦＥＴ１１、インダクタ８２０およびコン
デンサ８４０を備えている。２つのｎチャネルＦＥＴ１１は、ＶＩＮとＧＮＤとの間に直
列に接続されている。また、このｎチャネルＦＥＴ１１は、たとえば、図１で示されたＦ
ＥＴである。ｎチャネルＦＥＴ１１のゲート電圧は、ＤＣ－ＤＣコントローラＩＣ８００
によって制御されている。２つのｎチャネルＦＥＴ１１の間からは、インダクタ８２０を
介してＶＯＵＴが取り出される。なお、インダクタ８２０とＶＯＵＴとの間は、コンデン
サ８４０を介してＧＮＤに接続されている。また、ＤＣ－ＤＣコントローラＩＣ８００は
、たとえば、ＶＩＮから入力されたＤＣ信号をパルスに変換する。変換したパルスにより
、ｎチャネルＦＥＴ１１は、インダクタ８２０にエネルギーを蓄え、次いでそのエネルギ
ーをＶＯＵＴに放出するという動作を交互に繰り返す。第１の実施形態によれば、ｎチャ
ネルＦＥＴ１１は、安定的にスイッチング機能を発揮することができる。
【００５９】
　次に、図６～図１２を用い、第１の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法について
説明する。図６～図１２は、第１の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法を説明する
ための鳥瞰図である。第１の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法は、以下の工程を
備えている。まず、半導体基板１００の第１面３１側に、溝部３００を形成する（溝部形
成工程）。次いで、溝部３００の側面の１つである第２面３２に面し、少なくとも一部が
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第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に延在する位置に、第１導電型の不純物
を注入してソース領域１１０を形成する。次いで、溝部３００のうち第２面３２の反対の
第３面３３から離間する位置に、第１導電型の不純物を注入してドレイン領域１２０を形
成する。次いで、ドレイン領域１２０するとともに第３面３３に面し、少なくとも一部が
第１面３１および第３面３３の交線と平行な方向に延在する位置に、ソース領域１１０お
よびドレイン領域１２０よりも低濃度の第１導電型の不純物を注入して、ドリフト領域１
４０を形成する。次いで、溝部３００の側面のうち第２面３２と第３面３３に交わる方向
の面である第４面３４と接するとともに、第１面３１上のうち少なくとも平面視でソース
領域１１０とドリフト領域１４０で挟まれたチャネル領域１３０と接するように、第１ゲ
ート絶縁層２００を形成する。次いで、第１ゲート絶縁層２００上にゲート電極を形成す
る。ここで、溝部形成工程において、溝部３００をドリフト領域１４０よりも深くなるよ
うに形成する。以下、詳細を説明する。
【００６０】
　図６のように、まず、半導体基板１００を準備する。図６では省略しているが、半導体
基板１００は、図１で示したように、下地基板１０２の第１面３１上にIII族窒化物半導
体層１０４を備えている。ここでは、III族窒化物半導体層１０４は、たとえば、ＧａＮ
である。次いで、半導体基板１００上に、第１マスク層６２０を形成する。さらに、第１
マスク層６２０上に、第２マスク層６４０を形成する。ここでは、第１マスク層６２０お
よび第２マスク層６４０は、たとえば、それぞれ、ＳｉＯ２、ＳｉＮである。なお、第１
マスク層６２０および第２マスク層６４０を、たとえば、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖ
ａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）またはスパッタなどにより形成する。一方で、たとえ
ば、半導体基板１００の表面を酸化することにより第１マスク層６２０を形成してもよい
。具体的には、第１マスク層６２０は、たとえばＧａ２Ｏ３である。
【００６１】
　次いで、図７のように、第２マスク層６４０上に、フォトレジスト層（不図示）を形成
する。次いで、露光および現像により、平面視で溝部３００の形成領域に、フォトレジス
ト層の開口部（不図示）を形成する。次いで、ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔ
ｃｈｉｎｇ）により、開口部に露出した、第１マスク層６２０、第２マスク層６４０およ
び半導体基板１００の第１面３１をエッチングする。エッチングガスとして、たとえば、
塩素系のガスを用いる。具体的には、エッチングガスは、たとえばＣｌ２、ＢＣｌ３であ
る。これにより、半導体基板１００の第１面３１側に溝部３００を形成する（溝部形成工
程）。この溝部形成工程において、溝部３００をドリフト領域１４０よりも深くなるよう
に形成する。言い換えれば、後述するドリフト領域１４０を形成する工程において、ドリ
フト領域１４０を溝部３００よりも浅くなるように形成する。次いで、たとえば、アッシ
ングなどにより、フォトレジスト層を除去する。
【００６２】
　以上の工程により、たとえば、溝部３００のうちソース領域１１０からドレイン領域１
２０に向かう方向の長さ（ここでいう第４面３４の長さ）がたとえば１００ｎｍ以上１０
μｍ未満となるように、溝部３００を形成する。
【００６３】
　次いで、図８のように、たとえば、ＣＶＤにより、溝部３００内に第１マスク層６２０
を埋め込む。このとき、溝部３００内に埋め込む材料は、第１マスク層６２０でなくても
よい。他の例としては、溝部３００内に埋め込む材料は、たとえば、第２マスク層６４０
とエッチング選択性のある材料であればよい。次いで、プラズマエッチングまたはウエッ
トエッチングにより、選択的に第２マスク層６４０を除去する。
【００６４】
　次いで、図９のように、第２マスク層６４０上に、再度、フォトレジスト層７００を形
成する。次いで、露光および現像により、溝部３００の側面のひとつである第２面３２に
面し、少なくとも一部が第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に延在する位置
、および平面視で溝部３００のうち第２面３２の反対の第３面３３から離間する位置に、
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フォトレジスト層７００の開口部（符号不図示）を形成する。すなわち、ソース領域１１
０およびドレイン領域１２０の形成領域に、フォトレジスト層７００の開口部を形成する
。次いで、当該開口部に、ｎ型の不純物としてＳｉを注入する。これにより、第２面３２
に面し、少なくとも一部が第１面３１および第２面３２の交線と平行な方向に延在する位
置に、ソース領域１１０を形成する。ここでは、第２面３２に接するように、ソース領域
１１０を形成する。また、溝部３００のうち第２面３２の反対の第３面３３から離間する
位置に、ドレイン領域１２０を形成する。このとき、たとえば、ソース領域１１０および
ドレイン領域１２０が溝部３００よりも浅く形成されるように、不純物注入量、加速電圧
等を調整する。次いで、たとえば、アッシングなどにより、フォトレジスト層７００を除
去する。
【００６５】
　次いで、図１０のように、第１マスク層６２０上に、再度、フォトレジスト層７００を
形成する。次いで、露光および現像により、ドレイン領域１２０と接するとともに第３面
３３に面し、少なくとも一部が第１面３１および第３面３３の交線と平行な方向に延在す
る位置に、フォトレジスト層７００の開口部（符号不図示）を形成する。次いで、当該開
口部に、ｎ型の不純物としてＳｉを注入する。このドリフト領域１４０を形成する工程に
おいて、ドリフト領域１４０を溝部３００よりも浅くなるように、加速電圧等を調整する
。また、このとき、当該開口部に、ソース領域１１０およびドレイン領域１２０よりも低
濃度の第１導電型の不純物を注入する。これにより、ドレイン領域１２０と接するととも
に第３面３３に面し、少なくとも一部が第１面３１および第３面３３の交線と平行な方向
に延在する位置に、ドリフト領域１４０を形成する。
【００６６】
　以上の工程により、平面視でソース領域１１０およびドリフト領域１４０で挟まれた領
域に、チャネル領域１３０を形成する。チャネル領域１３０の長さがたとえば１００ｎｍ
以上１０μｍ未満となるように、チャネル領域１３０を形成する。また、ドリフト領域１
４０のうちソース領域１１０からドレイン領域１２０に向かう方向の長さがたとえば１０
０ｎｍ以上１０μｍ未満となるように、ドリフト領域１４０を形成する。
【００６７】
　以上の工程において、ソース領域１１０およびドレイン領域１２０をドリフト領域１４
０よりも先に形成する場合を説明したが、ドリフト領域１４０をソース領域１１０および
ドレイン領域１２０より先に形成してもよい。
【００６８】
　次いで、たとえば、アッシングなどにより、フォトレジスト層７００を除去する。さら
に、プラズマエッチングまたはウエットエッチングにより、第１マスク層６２０を除去す
る。
【００６９】
　ここで、たとえば、７００℃以上１３００℃未満でアニール処理を行うことにより、ソ
ース領域１１０、ドリフト領域１４０およびドレイン領域１２０に注入された不純物を活
性化させる。これにより、注入されたイオンと結晶構成原子とを置換させることができる
。また、イオン注入でダメージを受けた半導体基板１００の結晶性を回復させることがで
きる。なお、半導体基板１００の第１面３１が第１マスク層６２０で覆われた状態でアニ
ール処理を行ってもよい。これにより、第１面３１側がIII族窒化物半導体層１０４であ
る場合に、半導体基板１００の窒素が抜けることを抑制することができる。
【００７０】
　次いで、図１１のように、たとえば、スパッタにより、少なくとも溝部３００の側面の
うち第２面３２と第３面３３に交わる方向の面である第４面３４と接するとともに、第１
面３１上のうち少なくとも平面視でソース領域１１０とドリフト領域１４０で挟まれたチ
ャネル領域１３０と接するように、第１ゲート絶縁層２００を形成する。第１ゲート絶縁
層２００をスパッタにより形成することにより、膜質の良い第１ゲート絶縁層２００を形
成することができる。第１ゲート絶縁層２００として、たとえば、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、Ａ
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ｌ２Ｏ３を成膜する。このようにして、第４面３４と接するとともに、第１面３１上のう
ち少なくとも平面視でソース領域１１０とドリフト領域１４０で挟まれたチャネル領域１
３０と接するように、第１ゲート絶縁層２００を形成する。ここでは、たとえば、第１面
３１、溝部３００の第２面３２、第３面３３、第４面３４および底面に接するように、第
１ゲート絶縁層２００を形成する。
【００７１】
　次いで、図１２のように、スパッタにより、第１ゲート絶縁層２００上に金属膜を形成
する。たとえば、金属膜として、Ａｌおよび／またはＴｉＮを成膜する。次いで、当該金
属膜上にフォトレジスト層（不図示）を形成する。露光および現像により、溝部３００の
第４面上、および平面視でチャネル領域１３０と重なる位置に残存するように、フォトレ
ジスト層をパターニングする。このフォトレジスト層７００をマスクとして、プラズマエ
ッチングまたはウエットエッチングにより、金属膜をエッチングする。次いで、たとえば
、アッシングによりフォトレジスト層を除去する。以上により、第１ゲート絶縁層２００
上にゲート電極４００を形成する。
【００７２】
　次いで、先に示した図４のように、たとえば、ＣＶＤにより、第１ゲート絶縁層２００
、ゲート電極４００上に、第１層間絶縁層５２０を形成する。第１層間絶縁層５２０とし
て、たとえば、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＳｉＯＣ、ＳｉＯＣＨ、ＳｉＣＯＨまたは
ＳｉＯＦを成膜する。
【００７３】
　次いで、ＲＩＥにより、平面視でソース領域１１０に重なる位置に、第１層間絶縁層５
２０および第１ゲート絶縁層２００を貫通して半導体基板１００の第１面３１に接するよ
うに、ソース電極４４０のビアホール（不図示）を形成する。同時に、ＲＩＥにより、平
面視でドレイン領域１２０に重なる位置に、第１層間絶縁層５２０および第１ゲート絶縁
層２００を貫通して半導体基板１００の第１面３１に接するように、ドレイン電極４６０
のビアホール（不図示）を形成する。
【００７４】
　次いで、たとえば、スパッタにより、ソース電極４４０並びにドレイン電極４６０のビ
アホールのうち側面並びに底面、および第１層間絶縁層５２０上に、金属を形成する。こ
れにより、ソース電極４４０およびドレイン電極４６０のビアホールの内部に、金属を埋
め込む。具体的には、スパッタにより、Ａｌおよび／またはＴｉＮなどを成膜する。次い
で、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）により、
第１層間絶縁層５２０上を平坦化する。これにより、ソース電極４４０のビアおよびドレ
イン電極４６０のビアを形成する。
【００７５】
　その後、ダマシン法により、第１層間絶縁層５２０上に、多層配線構造（不図示）を形
成してもよい。また、多層配線構造の最上層に、電極パッド（不図示）を形成してもよい
。
【００７６】
　以上により、第１の実施形態に係る半導体装置１０を得ることができる。
【００７７】
　次に、図１３～図１５を用い、第１の実施形態の効果について説明する。図１３～図１
５は、第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【００７８】
　ここで、比較例として、溝部３００が形成されていない半導体装置１０を考える。比較
例の半導体装置１０において、その他の構成は、第１の実施形態と同様であるとする。
【００７９】
　図１３は、ドリフト領域１４０およびチャネル領域１３０の境界付近のポテンシャル等
高線についてシミュレーションした結果を示している。なお、図１３は、溝部３００の第
４面３４の法線方向から見た図である。図１３（ａ）は比較例の場合であり、図１３（ｂ
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）は第１の実施形態の場合を示している。いずれの場合も、ゲート電極４００およびソー
ス電極４４０を０Ｖ、ドレイン電極４６０を１００Ｖとしている。すなわち、ゲートがオ
フのときを示している。
【００８０】
　図１３のように、いずれの場合においても、ポテンシャル等高線は、高電圧であるドレ
イン領域１２０側からドリフト領域１４０に向けて、緩やかに緩和されながら、ゲート電
極４００直下のチャネル領域１３０まで広がっている。
【００８１】
　図１３（ａ）の比較例の場合では、ドリフト領域１４０およびチャネル領域１３０の境
界付近のうちゲート電極４００付近のポテンシャルは、２～３Ｖである。このように、比
較例では、ゲートがオフのとき、ドリフト領域１４０およびチャネル領域１３０の境界付
近のうちゲート電極４００付近に、電界が集中しやすい。このため、当該部分に電界が集
中して、半導体装置１０が絶縁破壊を起こす可能性がある。
【００８２】
　一方、図１３（ｂ）の第１の実施形態の場合では、チャネル領域１３０のうちドリフト
領域１４０からソース領域１１に向かうポテンシャル等高線が広がりにくくなっている。
ドリフト領域１４０およびチャネル領域１３０の境界付近のうちゲート電極４００付近の
ポテンシャルは、１～２Ｖである。すなわち、第１の実施形態の場合における当該領域の
ポテンシャルは、比較例の場合よりも小さくなっている。第１の実施形態のように溝部３
００が設けられていることにより、溝部のうちドリフト領域よりも深い部分まで、ゲート
電極４００によるポテンシャルが形成される。このゲート電極４００によるポテンシャル
によって、ソース領域１１０およびドレイン領域１２０の間の電界がドリフト領域１４０
からチャネル領域１３０に回り込むことを抑制することができる。したがって、ドリフト
領域１４０およびチャネル領域１３０の境界付近のうちゲート電極４００付近に、当該電
界が集中することを緩和することができる。
【００８３】
　図１４は、ドリフト領域１４０およびチャネル領域１３０の境界の断面におけるポテン
シャル等高線についてシミュレーションした結果を示している。なお、図１４は、溝部３
００の第３面３３の法線方向から見た図である。図１４のうち横軸は、チャネル幅方向の
座標を示している。一方、図１４のうち縦軸は第１面３１を０とした深さ方向の座標を示
している。図１４（ａ）は比較例の場合であり、図１４（ｂ）は第１の実施形態の場合を
示している。いずれの場合も、ゲート電極４００およびソース電極４４０を０Ｖ、ドレイ
ン電極４６０を１００Ｖとしている。
【００８４】
　図１４（ａ）の比較例の場合では、ポテンシャル等高線が第１面３１と平行に分布して
いる。また、とりわけ第１面３１付近のポテンシャル等高線が密になっている。深さ－０
．１５μｍ付近のポテンシャルは、３Ｖ以上である。このように、ゲート電極４００直下
の領域の電位と、ゲート電極４００の電位（ここでは０Ｖ）との電位差が大きいほど、第
１ゲート絶縁層２００界面付近での電界集中が強くなる。したがって、比較例では、上述
の絶縁破壊が発生する可能性がある。
【００８５】
　一方、図１４（ｂ）の第１の実施形態の場合では、ポテンシャル等高線が溝部３００の
形状に合わせて緩やかに分布している。また、深さ－０．１５μｍ付近のポテンシャルは
、最大でも２．５Ｖ以下である。すなわち、第１の実施形態の場合における当該領域のポ
テンシャルは、比較例の場合よりも小さくなっている。また、第１の実施形態では、第１
面３１付近のポテンシャル等高線が、比較例よりも疎になっている。第１の実施形態のよ
うに溝部３００が設けられていることにより、第１ゲート絶縁層２００付近（第１面３１
付近）に、ソース領域１１０およびドレイン領域１２０の間の電界が集中することを緩和
することができる。さらに、溝部３００が複数設けられていることにより、ソース領域１
１０およびドレイン領域１２０の間の電界を緩和する効果を向上させることができる。
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【００８６】
　図１５は、ドリフト領域１４０の深さを３０ｎｍとしたときのドリフト領域１４０およ
びチャネル領域１３０の境界における電界の大きさについてシミュレーションした結果を
示している。図１５のうち横軸は、第１面３１を０とした深さ方向の座標を示している。
一方、図１５のうち縦軸は電界の大きさを示している。
【００８７】
　図１５のように、溝部３００の深さがドリフト領域１４０よりも深いほど、電界が緩和
される傾向にある。溝部３００の深さがドリフト領域１４０よりも浅い場合、ドリフト領
域１４０からソース領域１１０に向かう電界が溝部３００の下側を回りこんでチャネル領
域１３０側に延伸してしまう。一方、溝部３００の深さがドリフト領域１４０よりも深い
場合、上述のように、ゲート電極４００によるポテンシャルによって、ソース領域１１０
およびドレイン領域１２０の間の電界がドリフト領域１４０からチャネル領域１３０に回
り込むことを抑制することができる。
【００８８】
　以上のように、第１の実施形態によれば、溝部３００がドリフト領域１４０よりも深く
形成されている。ゲート電極４００は、第１ゲート絶縁層２００を介して、溝部３００の
第４面３４、および半導体基板１００の第１面３１上のうち平面視でチャネル領域１３０
と重なるように設けられている。これにより、溝部３００のうちドリフト領域１４０より
も深い部分まで、ゲート電極４００によるポテンシャルが形成される。このポテンシャル
によって、ソース領域１１０およびドレイン領域１２０の間の電界がドリフト領域１４０
からチャネル領域１３０に回り込むことを抑制することができる。
【００８９】
　さらに、第１の実施形態によれば、第１導電型の不純物領域のみを形成することにより
、半導体装置１０を高耐圧化させることができる。ここで、たとえば、不純物領域を形成
する半導体層がｎ型およびｐ型の両方の導電性を制御できる場合、ソース領域１１０また
はドレイン領域１２０の下方に、これらと逆の導電型のハロー領域（またはポケット領域
とも呼ばれる）などを形成する場合がある。この場合、ハロー領域が設けられていること
により、ドレイン・ソース間のパンチスルーを抑制することができる。したがって、ソー
ス領域１１０またはドレイン領域１２０の近傍に、これらと逆導電型の不純物領域を形成
することによって、半導体装置１０内の電界を緩和することが可能となる。しかし、導電
制御が困難な半導体材料である場合、ソース領域１１０またはドレイン領域１２０と逆導
電型の不純物領域を設けることは困難である可能性がある。そこで、第１導電型の不純物
領域のみにより第１の実施形態のような構成を形成することにより、導電制御が困難な半
導体材料であっても半導体装置１０を安定的に高耐圧化させることができる。たとえば、
上述のように、半導体基板１００が、導電制御が困難なIII族窒化物半導体層１０４等を
含む場合に特に有効である。
【００９０】
　よって、第１の実施形態によれば、電界が局所的に集中することを抑制して、高耐圧化
した半導体装置１０を提供することができる。
【００９１】
　（第２の実施形態）
　図１６は、第２の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す鳥瞰図である。第２の実
施形態は、フィールドプレート電極４２０が設けられている点を除いて、第１の実施形態
と同様である。以下、詳細を説明する
【００９２】
　図１６のように、平面視でドリフト領域１４０の一部と重なるように、フィールドプレ
ート電極４２０が設けられている。フィールドプレート電極４２０は、平面視でドリフト
領域１４０のうちチャネル領域１３０側からドリフト領域１４０の中央部まで重なるよう
に設けられている。
【００９３】
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　フィールドプレート電極４２０には、ゲート電極４００およびドレイン電極４６０間の
電圧以内の電圧が印加される。
【００９４】
　また、フィールドプレート電極４２０は、たとえばゲート電極４００と接している。具
体的には、フィールドプレート電極４２０は、たとえばゲート電極４００と一体として形
成されている。なお、フィールドプレート電極４２０は、ゲート電極４００と分離して形
成されていてもよい。たとえば、フィールドプレート電極４２０は、ソース電極４４０と
接して設けられていてもよい。この場合、フィールドプレート電極４２０は、ゲート電極
４００と異なる電圧が印加されてもよい。
【００９５】
　当該フィールドプレート電極４２０は、ゲート電極４００およびチャネル領域１３０の
間よりも第１面３１から離間している。ここでは、第１ゲート絶縁層２００のうちフィー
ルドプレート電極４２０が平面視でドリフト領域１４０と重なる部分の厚さは、平面視で
チャネル領域１３０と重なる部分よりも厚い。または、第１ゲート絶縁層２００上のうち
フィールドプレート電極４２０が平面視でドリフト領域１４０と重なる部分に、材質の異
なる絶縁層が設けられていてもよい。
【００９６】
　図１６の半導体装置１０の製造方法は、たとえば以下のような工程を備えている。
【００９７】
　図１１まで第１の実施形態と同様の工程を行う。次いで、図１１において、最終的な平
面視でチャネル領域１３０と重なる部分の第１ゲート絶縁層２００よりも厚く、第１ゲー
ト絶縁層２００を形成する。このとき、平面視でフィールドプレート電極４２０が形成さ
れる部分の厚さに、第１ゲート絶縁層２００を形成する。第１ゲート絶縁層２００上に、
フォトレジスト層を形成する。次いで、露光および現像により、少なくともフィールドプ
レート電極４２０が平面視でドリフト領域１４０と重なる領域に、フォトレジスト層が残
存するようにパターニングする。次いで、ウエットエッチングまたはプラズマエッチング
により、所望の第１ゲート絶縁層２００の厚さまでエッチングする。次いで、たとえば、
アッシングなどにより、フォトレジスト層を除去する。
【００９８】
　次いで、たとえば、スパッタにより、ゲート電極４００と一体としてフィールドプレー
ト電極４２０を形成する。このとき、平面視でドリフト領域１４０の一部と重なるように
、フィールドプレート電極４２０を形成する。これ以降の工程は、第１の実施形態と同様
である。
【００９９】
　第２の実施形態によれば、平面視でドリフト領域１４０の一部と重なるように、フィー
ルドプレート電極４２０が設けられている。第２の実施形態では、第１の実施形態と同様
の効果を得ることができる。さらに、第２の実施形態によれば、ドリフト領域１４０のう
ち平面視でフィールドプレート電極４２０と重なる部分に、当該ドリフト領域１４０より
も低濃度の不純物領域が形成されている場合と同等の効果を得ることができる。これによ
り、チャネル領域１３０およびドレイン領域１２０との間の電界を段階的に緩和すること
ができる。したがって、さらに高耐圧化した半導体装置１０を提供することができる。
【０１００】
　（第３の実施形態）
　図１７は、第３の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す断面図である。また、当
該断面図は、図１のＢ－Ｂ'線の矢印側から見た断面図に対応している。第３の実施形態
は、以下の点を除いて、第１の実施形態と同様である。半導体基板１００の第１面３１側
に設けられ、平面視でドリフト領域１４０と重なるように設けられ、第３面３３から離間
して設けられた素子分離領域２８０をさらに備えている。ドリフト領域１４０は、素子分
離領域２８０のうち第３面３３側の側面および底面と接している。以下、詳細を説明する
。
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【０１０１】
　図１７のように、半導体基板１００の第１面３１側には、素子分離領域２８０が設けら
れている。素子分離領域２８０は、平面視でドリフト領域１４０と重なるように設けられ
ている。また、素子分離領域２８０は、溝部３００の第３面３３から離間して設けられて
いる。素子分離領域２８０は、たとえば平面視でチャネル領域１３０と平行に並んで設け
られている。素子分離領域２８０は、平面視で溝部３００が形成されていない領域まで連
続して設けられている。
【０１０２】
　素子分離領域２８０は、たとえば、ＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌ
ａｔｉｏｎ）である。具体的には、素子分離領域２８０は、たとえばＳｉＯ２である。半
導体基板１００がＳｉである場合、素子分離領域２８０は、たとえばＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）であってもよい。
【０１０３】
　素子分離領域２８０は、そのほか、複数の素子領域を区画するために設けられている。
素子分離領域２８０は、平面視でドリフト領域１４０と重なる領域以外にも設けられてい
てもよい。
【０１０４】
　溝部３００の深さは素子分離領域２８０と等しい。これにより、溝部３００と素子分離
領域２８０を同時に形成することができる。すなわち製造工程を簡略化することができる
。
【０１０５】
　ドリフト領域１４０のうち溝部３００の第３面３３と接する（または面する）部分の深
さは、溝部３００よりも浅い。これにより、溝部３００によって、電界がドリフト領域か
らチャネル領域に回り込んで延びることを抑制することができる。
【０１０６】
　素子分離領域２８０および溝部３００間の距離は、たとえば５０ｎｍ以上５μｍ未満で
ある。素子分離領域２８０および溝部３００間の距離が上記範囲であることにより、電界
が溝部３００の下面を回りこんでドリフト領域１４０からチャネル領域１３０に回り込ん
で延びることを抑制することができる。
【０１０７】
　ドリフト領域１４０は、素子分離領域２８０のうち第３面３３側の側面および底面と接
している。ドリフト領域１４０は、たとえば素子分離領域２８０よりも溝部３００から離
間した位置でドレイン領域１２０と接している。また、ドリフト領域１４０は、たとえば
ドレイン領域１２０の下面と接している。
【０１０８】
　次に、図１８～図２０を用い、第３の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法につい
て説明する。図１８～図２０は、第１の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法を説明
するための断面図である。第３の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法は、素子分離
領域２８０を形成する点を除いて、第１の実施形態と同様である。以下、詳細を説明する
。
【０１０９】
　図１８（ａ）のように、イオン注入により、半導体基板１００の第１面３１側に、ソー
ス領域１１０、ドリフト領域１４０およびドレイン領域１２０を形成する。このうちドリ
フト領域１４０については、二回イオン注入することにより形成してもよい。次いで、ア
ニール処理を行うことにより、ソース領域１１０、ドリフト領域１４０およびドレイン領
域１２０に注入された不純物を活性化させる。
【０１１０】
　図１８（ｂ）のように、第１マスク層６２０および第２マスク層６４０を形成する。次
いで、フォトレジスト層をパターニングする。次いで、ＲＩＥにより、第１マスク層６２
０、第２マスク層６４０および半導体基板１００の第１面３１をエッチングする。これに



(20) JP 6084357 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

より、半導体基板１００の第１面３１側に、溝部３００と、素子分離領域２８０を形成す
るための開口部３２０とを形成する。このとき、開口部３２０は、素子分離領域２８０の
深さが溝部３００と等しくなるように形成される。
【０１１１】
　図１９（ａ）のように、ＣＶＤにより、少なくとも開口部３２０に絶縁層２８２を埋め
込む。絶縁層２８２は、たとえばＳｉＯ２である。ここでは、たとえば開口部３２０およ
び溝部３００に絶縁層２８２を埋め込む。
【０１１２】
　図１９（ｂ）のように、ＣＭＰにより、第２マスク層６４０の上面が露出するまで、半
導体基板１００の第１面３１上を平坦化する。次いで、第２マスク層６４０を除去する。
次いで、第１マスク層６２０上に、フォトレジスト層（不図示）を形成する。次いで、平
面視で素子分離領域２８０と重なる領域が残存するように、フォトレジスト層をパターニ
ングする。次いで、フォトレジスト層の開口部に露出した第１マスク層６２０および絶縁
層２８２をエッチングする。次いで、アッシングなどにより、フォトレジスト層を除去す
る。このようにして、素子分離領域２８０を形成する。
【０１１３】
　なお、当該溝部３００および素子分離領域２８０を形成する工程は、別々に行ってもよ
い。また当該溝部３００および素子分離領域２８０を形成する工程は、上記した不純物領
域を形成する工程よりも前に行ってもよい。
【０１１４】
　次いで、図２０（ａ）のように、半導体基板１００の第１面３１側に、第１ゲート絶縁
層２００を形成する。このとき、素子分離領域２８０上に、第１ゲート絶縁層２００を形
成してもよい。
【０１１５】
　次いで、図２０（ｂ）のように、第１ゲート絶縁層２００上に金属膜を形成する。次い
で、当該金属膜をパターニングすることにより、ゲート電極４００を形成する。以降の工
程は、第１の実施形態と同様である。
【０１１６】
　第３の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、
第３の実施形態によれば、素子分離領域２８０は、平面視でドリフト領域１４０と重なる
ように設けられている。当該素子分領域２８０が形成されていない場合と比較して、ドレ
イン領域１２０からチャネル領域１３０までの実効的な距離が長い。これにより、平面視
でのソース領域１１０およびドレイン領域１２０間の距離が短い配置において、高耐圧な
半導体装置１０を得ることができる。すなわち平面視での面積が小さく、かつ高耐圧な半
導体装置１０を得ることができる。
【０１１７】
　第３の実施形態では素子分離領域２８０がＳＴＩである場合を説明したが、上述のよう
に半導体基板１００がＳｉである場合は、ＬＯＣＯＳであってもよい。この場合、以下の
ようにして、素子分離領域２８０を形成する。まず、上記した素子分離領域２８０を形成
する工程において、平面視で素子分離領域２８０が形成される領域以外をマスク層（たと
えばＳｉＮ）を形成する。次いで、熱酸化を行う。これにより、素子分離領域２８０を形
成する。次いで、マスク層を除去する。その他の工程は、上記工程と同様である。
【０１１８】
　（第４の実施形態）
　図２１は、第４の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す断面図である。第４の実
施形態は、ゲート電極４００が溝部３００の第３面３３から離間して設けられている点を
除いて、第１の実施形態、または第３の実施形態の一部と同様である。
【０１１９】
　図２１のように、第１の実施形態と同様にして、ソース領域１１０、チャネル領域１３
０、ドリフト領域１４０およびドレイン領域１２０が形成されている。
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【０１２０】
　第１ゲート絶縁層２００は、たとえば平面視でドリフト領域１４０から離間して設けら
れている。ゲート電極４００は、第１ゲート絶縁層２００上に設けられている。
【０１２１】
　ゲート電極４００は、溝部３００の第３面３３から離間して設けられている。また、ゲ
ート電極４００は、平面視でドリフト領域１４０から離間して設けられている。
【０１２２】
　半導体基板１００の第１面３１上および溝部３００の一部には、第２ゲート絶縁層２２
０が設けられている。第２ゲート絶縁層２２０は、溝部３００の第３面３３と接している
。第２ゲート絶縁層２２０には、平面視で溝部３００の第３面３３から離間した位置に開
口部（符号不図示）が設けられている。当該開口部に、ゲート電極４００および第１ゲー
ト絶縁層２００が設けられている。ここでは、第２ゲート絶縁層２２０うち少なくとも第
３面３３と接する部分は、ゲート電極４００と接している。これにより、ゲート電極４０
０は、平面視でドリフト領域１４０から離間している。
【０１２３】
　第２ゲート絶縁層２２０は、たとえば第１ゲート絶縁層２００と異なる材料により形成
されている。具体的には、第２ゲート絶縁層２２０は、たとえばＳｉＮである。または、
第２ゲート絶縁層２２０は第１ゲート絶縁層２００と同じ材料により形成されていてもよ
い。この場合、第１ゲート絶縁層２００は、平面視で第２ゲート絶縁層２２０と重なるよ
うに設けられていてもよい。
【０１２４】
　第２ゲート絶縁層２２０うち少なくとも第３面３３と接する部分の膜厚は、たとえば第
１ゲート絶縁層２００よりも厚い。これにより、容易にゲート電極４００を平面視でドリ
フト領域１４０から離間して形成することができる。
【０１２５】
　次に、図２２～図２３を用い、第４の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法につい
て説明する。図２２～図２３は、第４の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法を説明
するための断面図である。第４の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法は、ゲート電
極４００を溝部３００の第３面３３から離間して形成する点を除いて、第１の実施形態と
同様である。以下、詳細を説明する。
【０１２６】
　図２２（ａ）のように、第１の実施形態と同様にして、図１０までの工程を行う。
【０１２７】
　次いで、図２２（ｂ）のように、たとえば、ＣＶＤにより、半導体基板１００の第１面
３１上および溝部３００の内部に、第２ゲート絶縁層２２０を形成する。ここでは、たと
えば、第１ゲート絶縁層２００よりも厚く２ゲート絶縁層２２０を形成する。
【０１２８】
　図２３（ａ）のように、プラズマエッチングまたはウエットエッチングにより、第２ゲ
ート絶縁層２２０のうち平面視で溝部３００の第３面３３から離間した位置に開口部３２
０を形成する。
【０１２９】
　次いで、図２３（ｂ）のように、少なくとも開口部３２０の内部に、第１ゲート絶縁層
２００を形成する。ここでは、第２ゲート絶縁層２２０上および開口部３２０の内部を覆
うように、第１ゲート絶縁層２００を形成する。次いで、チャネル領域１３０以外の第１
ゲート絶縁層２００を除去する。なお、第１ゲート絶縁層２００は、第２ゲート絶縁層２
２０上に設けられたままでもよい。
【０１３０】
　次いで、図２１のように、第１ゲート絶縁層２００上および第２ゲート絶縁層２２０上
に金属膜を形成する。次いで、当該金属膜をパターニングして、平面視でチャネル領域１
３０と重なる位置にゲート電極４００を形成する。このとき、ゲート電極４００を平面視
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で溝部３００の第３面３３から離間するように形成する。以降の工程は第１の実施形態と
同様である。
【０１３１】
　第４の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、
第４の実施形態によれば、ゲート電極４００が溝部３００の第３面３３から離間して設け
られている。上述のように、ゲート電極４００およびドリフト領域１４０の間において、
電界が集中しやすい。このため、ゲート電極４００が溝部３００の第３面３３から離間し
ていることにより、当該ゲート電極４００およびドリフト領域１４０の間において電界が
集中することを抑制することができる。したがって、さらに半導体装置１０を高耐圧化さ
せることができる。
【０１３２】
　（第５の実施形態）
　図２４は、第５の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す断面図である。第５の実
施形態は、ゲート電極４００および溝部３００の第３面３３の間に空隙（符号不図示）が
設けられている点を除いて、第１の実施形態および第４の実施形態と同様である。
【０１３３】
　図２４のように、第４の実施形態と同様に、ゲート電極４００が溝部３００の第３面３
３から離間して設けられている。第５の実施形態では、ゲート電極４００および溝部３０
０の第３面３３の間に空隙（符号不図示）が設けられている。第２ゲート絶縁層２２０う
ち少なくとも第３面３３と接する部分は、ゲート電極４００から離間している。言い換え
れば、溝部３００のうちソース領域１１０からドレイン領域１２０の方向の長さは、ゲー
ト電極４００のうち当該方向の長さと、第２ゲート絶縁層２２０の厚さとを足した長さよ
りも長い。
【０１３４】
　ここでは、第２ゲート絶縁層２２０には、平面視でゲート電極４００よりも広い開口部
（符号不図示）が形成されている。当該開口部には、第１ゲート絶縁層２００が設けられ
ている。
【０１３５】
　ゲート電極４００および第１ゲート絶縁層２００を覆うように、第１層間絶縁層５２０
が設けられていてもよい。このとき、ゲート電極４００および溝部３００の第３面３３の
間には、第１層間絶縁層５２０のボイド（上記した空隙）が形成されていてもよい。なお
、空隙には、第１層間絶縁層５２０が埋め込まれていてもよい。
【０１３６】
　第５の実施形態によれば、第１の実施形態および第４の実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。さらに、第５の実施形態によれば、ゲート電極４００および溝部３００の第
３面３３の間に空隙（符号不図示）が設けられている。第２ゲート絶縁層２２０うち少な
くとも第３面３３と接する部分は、ゲート電極４００から離間している。これにより、ゲ
ート電極４００およびドリフト領域１４０の間において、電界が集中することを確実に抑
制することができる。
【０１３７】
　（第６の実施形態）
　第６の実施形態は、半導体基板１００がＳｉである点を除いて、第１の実施形態と同様
である。
【０１３８】
　第６の実施形態のうち、断面視での構造は、第１の実施形態と同様である。
【０１３９】
　第６の実施形態では、半導体基板１００は、たとえば、Ｓｉ基板である。第１の実施形
態と異なり、半導体基板１００に、材質の異なる半導体層は形成されていない。すなわち
、半導体基板１００の表面近傍に、直接、横型ＭＯＳＦＥＴが形成されている。
【０１４０】
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　また、第１導電型がｎ型であり、半導体装置１０がｎチャネルＦＥＴを含む場合は、半
導体基板１００は、たとえば、ｐ型Ｓｉ基板である。一方、第１導電型がｐ型であり、半
導体装置１０がｐチャネルＦＥＴを含む場合は、半導体基板１００はｎ型Ｓｉ基板であっ
てもよい。
【０１４１】
　また、ソース領域１１０およびドレイン領域１２０の下方に、これらと逆の導電型のハ
ロー領域（不図示）がさらに形成されていてもよい。
【０１４２】
　ゲート電極４００、ソース電極４４０およびドレイン電極４６０は、第１の実施形態と
同様に、たとえば、スパッタにより、Ａｌおよび／またはＴｉＮなどによって形成されて
いてもよい。または、これらの電極は、ダマシン法によってＣｕを埋め込むことにより形
成されていてもよい。また、これらの電極は、ＣＶＤによってＷを埋め込むことにより形
成してもよい。
【０１４３】
　また、半導体基板１００がＳｉである場合、ソース領域１１０からドレイン領域１２０
に向かう方向（いわゆるチャネル長方向）は、［１００］または［１１０］である。これ
により、結晶面が露出した平坦な第４面３４を形成することができる。
【０１４４】
　第６の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに第
６の実施形態によれば、半導体基板１００はＳｉ基板である。これにより、半導体基板１
００のコストを低減し、安価に半導体装置１０を提供することができる。また、制御用Ｉ
Ｃを同一チップ上に作り込むことができる。これにより、より広い範囲の製品形態に半導
体装置１０を適用することができる。また、半導体基板１００に含まれる欠陥を低減して
、基板耐圧を向上させた半導体装置１０を提供することができる。
【０１４５】
　（第７の実施形態）
　図２５は、第７の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す断面図である。第７の実
施形態は、第２ゲート絶縁層２２０は第１ゲート絶縁層２００を介して第３面３３と接し
ている点を除いて、第１の実施形態、または第５の実施形態と同様である。
【０１４６】
　第７の実施形態では、半導体基板１００は、たとえば、Ｓｉ基板である。半導体基板１
００には、ソース領域１１０、チャネル領域１３０、ドリフト領域１４０およびドレイン
領域１２０が形成されている。
【０１４７】
　第１ゲート絶縁層２００は、半導体基板１００の第１面３１および溝部３００の内部に
接して設けられている。ここで、第１ゲート絶縁層２００は、第３面３３に接している。
【０１４８】
　第２ゲート絶縁層２２０は第１ゲート絶縁層２００を介して第３面３３と接している。
言い換えれば、第２ゲート絶縁層２２０は、第１ゲート絶縁層２００のうち第３面３３と
接している部分に接するように設けられている。
【０１４９】
　次に、第７の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法について概略を説明する。第７
の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法は、以下の点を除いて、第１の実施形態およ
び第４の実施形態と同様である。
【０１５０】
　第４の実施形態と同様にして、図２２（ａ）までを行う。次いで、半導体基板１００上
の全面に第１ゲート絶縁層２００を形成する。次いで、第１ゲート絶縁層２００上に、第
２ゲート絶縁層２２０を形成する。次いで、ＲＩＥにより、第２ゲート絶縁層２２０のう
ちチャネル領域１３０と重なる部分に開口部（不図示）を形成する。これにより、当該開
口部に第１ゲート絶縁層２００を露出させる。以降の工程は、第１の実施形態および第４
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【０１５１】
　第７の実施形態によれば、第１の実施形態または第４の実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。さらに第７の実施形態のように、半導体基板１００の材質に応じて、第１ゲ
ート絶縁層２００を第２ゲート絶縁層２２０よりも先に形成することもできる。
【０１５２】
　以上、第６および第７の実施形態において、半導体基板１００がＳｉ基板である場合を
説明したが、この場合において第１～第５の実施形態の構成を適用してもよい。
【０１５３】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【０１５４】
１０　半導体装置
１１　ＦＥＴ
３１　第１面
３２　第２面
３３　第３面
３４　第４面
１００　半導体基板
１０２　下地基板
１０４　III族窒化物半導体層
１１０　ソース領域
１２０　ドレイン領域
１３０　チャネル領域
１４０　ドリフト領域
２００　第１ゲート絶縁層
２２０　第２ゲート絶縁層
２８０　素子分離領域
２８２　絶縁層
３００　溝部
３２０　開口部
４００　ゲート電極
４２０　フィールドプレート電極
４４０　ソース電極
４６０　ドレイン電極
５２０　第１層間絶縁層
６２０　第１マスク層
６４０　第２マスク層
７００　フォトレジスト層
８００　ＤＣ－ＤＣコントローラ
８２０　インダクタ
８４０　コンデンサ
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